
京丹波町認定外道路等整備事業補助金交付要綱
（趣旨）
第１条　この要綱は、地域住民の生活環境の向上に寄与するため、区又は自治会（以下「区等」という。）が行う認定外道路等の整備事業に対し補助金を交付することに関し、京丹波町補助金等交付規則（平成１７年京丹波町規則第２５号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
（１）　認定外道路等　里道、私道及び水路をいう。
（２）　里道　道路法（昭和２７年法律第１８０号）が適用されない道路であって、本町が所有するものをいう。
（３）　私道　個人が所有する、又は国、府若しくは町以外の団体が所有する土地の全部若しくはその一部を一般の交通又は生活の用に供されている道路で町長が認めたものをいう。
（４）　水路　河川法（昭和３９年法律第１６７号）の適用及び準用を受けない水路であって、本町が所有するものをいう。
（５）　区等　町長が認めた区又は自治会をいう。
（補助対象事業）
第３条　補助金の交付対象となる事業は、認定外道路等について区等が恒久的に管理することを目的として実施するもので別表に掲げる事業又は町長が特に必要があると認めたものとする。
（補助金の額）
第４条　修繕工事の補助金の額は、予算の範囲内で当該事業費の２分の１以内の額（１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）とし、５０万円を上限として交付する。
（補助金の交付申請）
第５条　補助金の交付を受けようとする区等の代表者（以下「申請者」という。）は、京丹波町認定外道路等整備事業補助金交付申請書（様式第１号）を町長に提出しなければならない。
（補助金の交付決定）
第６条　町長は、前条の申請があった場合は、当該事業の内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、補助金の額を決定し、申請者に対して京丹波町認定外道路等整備事業補助金交付決定通知書（様式第２号）を交付するものとする。
（事業内容の変更）
第７条　補助金の交付決定を受けた後において、やむを得ない事由により事業内容の一部変更又は中止をしようとするときは、申請者は直ちに町長に京丹波町認定外道路等整備事業補助金変更交付申請書（様式第３号）により届け出てその承認を受けなければならない。
２　町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、これを認めたときは京丹波町認定外道路等整備事業変更承認通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。
（補助事業の完了報告）
第８条　補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、当該補助事業完了後速やかに京丹波町認定外道路等整備事業補助金実績報告書（様式第５号）に町長の指示する書類を添えて提出しなければならない。
（補助金の交付）
第９条　町長及び補助事業者は、事業が完了した後、規則の定めるところにより、補助金の交付について手続きを行うものとする。
（雑則）
第１０条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附　則
この告示は、平成２４年４月１日から施行する。
附　則（平成２８年告示第６６号）
この告示は、平成２８年８月１日から施行する。
別表
	事業種目
	工事種目
	事業費
	事業採択要件

	修繕工事
	道路工事
コンクリート擁壁工
排水工
その他道路としての機能を有するもの
アスファルト舗装（厚さ３センチメートル以上）
コンクリート舗装（厚さ１０センチメートル以上）
水路工事
破損部分について施工するもの
老朽化した部分について施工するもの
水路等の機能を維持するための構造物を施工するもの
	１０万円以上
	１　道路幅員については原則、２．０メートル以上であること。
２　道路工事完了後は一般交通の用に供すること。
３　工事施工中、又は工事施工後に発生する問題については、地域関係者の責任において良好な状態を維持するよう努めること。
４　同一団体の申請者が年間複数回の申請を行わないこと。
５　農道・農業用水路や林道・作業道については、補助金の対象外とする。
６　区等の住民による施工の場合は、原材料費のみを補助金の対象とする。
７　水路において、事業に係る関係者が不特定であり、公共性がある事業は、町の事業とする。


様式第１号（第５条関係）

令和　　年　　月　　日

京丹波町長　　様

申請者

団　体　名　　　　　　　　　　　　
代表者住所　　　　　　　　　　　　
氏　　　名　　　　　　　　　　　　
京丹波町認定外道路等整備事業補助金交付申請書

　令和　　年度において上記補助金を下記のとおり受けたいので、京丹波町認定外道路整備事業補助金交付要綱第５条の規定に基づき、下記のとおり補助金の交付を申請します。

１　交付申請額　　　　　　　　　　　円 
２　工事箇所　京丹波町　　　　　　　　　 
３　工事の内容　　　　　　　　　　　　 
４　工　　　期　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日　 
５　工事施工者　　　　　　　　　　　　 
６　収支予算書

収入の部

	項目
	金額（円）
	備　考

	補助金
	
	

	自己資金
	
	

	その他
	
	

	計
	
	


支出の部

	項目
	金額（円）
	備　考

	
	
	

	計
	
	


７　添付書類　

（１）工事設計書又は見積書

（２）工事関係図面

（３）写真

（４）その他概要のわかる資料

　＊地元施工により行う工事については、（２）工事関係図面の添付は不要

様式第３号（第７条関係）

令和　　年　　月　　日

京丹波町長　　様

申請者

団　体　名　　　　　　　　　　　　
代表者住所　　　　　　　　　　　　
氏　　　名　　　　　　　　　　　　
京丹波町認定外道路等整備事業補助金変更交付申請書

　令和　　年　　月　　日付け、　　京丹土第　　　号により交付決定を受けた補助金にかかる事業を下記のとおり変更したいので、京丹波町認定外道路整備事業補助金交付要綱に基づき関係書類を添えて、下記のとおり補助金変更の交付を申請します。

１　変更の理由

２　変更後の交付申請額　　　　　　　　　　　円
３　工事の内容　　　　　　　　　　　　　　　
４　工　　　期　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日　 
５　工事施工者　　　　　　　　　　　　　　　
６　収支予算書

収入の部

	項目
	金額（円）
	備　考

	
	変更前
	変更後
	

	補助金
	
	
	

	自己資金
	
	
	

	その他
	
	
	

	計
	
	
	


支出の部

	項目
	金額（円）
	備　考

	
	変更前
	変更後
	

	
	
	
	

	計
	
	
	


７　添付書類　

（１）工事設計書又は見積書

（２）工事関係図面

（３）その他概要のわかる資料
　＊地元施工により行う工事については、（２）工事関係図面の添付は不要

様式第５号（第８条関係）

令和　　年　　月　　日

京丹波町長　様　　　　　　　　　

申請者

団　体　名　　　　　　　　　　　　
代表者住所　　　　　　　　　　　　
氏　　　名　　　　　　　　　　　　
京丹波町認定外道路等整備事業実績報告書

令和　　年　　月　　日付け、　京丹土第　　　号により交付決定を受けた補助金にかかる事業について、事業を完了したので京丹波町認定外道路整備事業補助金交付要綱に基づき報告します。

記

１　交付申請額　　　　　　　　　　　円 
２　工事箇所　京丹波町　　　　　　　　　 
３　工事の内容　　　　　　　　　　　　 
４　工　　　期　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日　 
５　工事施工者　　　　　　　　　　　　 
６　収支予算書

収入の部

	項目
	金額（円）
	備　考

	補助金
	
	

	自己資金
	
	

	その他
	
	

	計
	
	


支出の部

	項目
	金額（円）
	備　考

	
	
	

	計
	
	


７　添付書類　

（１）精算設計書

（２）工事関係図面

（３）工事写真

（４）その他概要のわかる資料

＊地元施工により行う工事については、（１）精算設計書（２）工事関係図面の添付は不要










